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                                  学校法人 森村学園  

 

 新型コロナウイルス感染拡大予防に係る休校期間の延長について 

 

保護者の皆様には、この度の長期に及ぶ臨時休校につきまして、ご理解とご協力を賜り、誠にあ

りがとうございます。また、幼稚園・初等部・中等部高等部それぞれが進めております学習サポート

等につきましても、さまざまなご負担をいただきましたことを、心より御礼申し上げます。 

 

 新型コロナウイルス感染が終息に向かうか否かは依然予断を許さない状況です。政府においても

「緊急事態宣言」の延長について検討中とのことですが、森村学園としましては、現時点で園児・児

童・生徒の安全をお約束できる状況ではないと判断いたしました。 

 

 そこで 5 月 10 日(日)までとお知らせしておりました休校期間を 5 月 31 日(日)まで延長すること

を決定いたしました。改めまして、ご理解をいただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 本学園の基本姿勢は、命の安全を第一に、学びのサポート、心身のサポートを中心に、子供たちや

保護者の皆さんに今まで以上に寄り添いながら、学び続ける姿勢を身につけることだと考えていま

す。不十分な点は多々あるものと認識しておりますが、皆様のご意見等にも耳を傾けながら、さら

なる工夫・改善等に努めて参ります。 

 

 当初予定しておりました休校明けにあたる 5月 11日(月)以降、各部より日々の配信、ホームペー

ジ等を通じて追加の学習課題を提示して参りますので、よろしくお願いいたします。 

 

園児・児童・生徒・教職員の安全、そして社会への感染拡大を防ぐため、ご理解、ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

 

※学費等に関しては、学園本部の HP (https://www.morimura.ac.jp/group/) の 

「お問い合わせフォーム」からご相談ください。 

 

各園・校へのご意見・ご質問等は、各々の「お問い合わせ方法」により、 

お寄せいただければ幸いです。 

 

（本件に関するお問い合わせ先：法人本部事務部長 黒田） 

https://www.morimura.ac.jp/group/

